
令和５年度 宮城県発達障害者支援センター事業 

 発達障害者家族のつどい 開催要項 

 

目 的：平成 28年に改正された発達障害者支援法では、発達障害を有する方のご家族その他の関係者に

対し、相談、情報提供及び助言、発達障害を有する方のご家族が互いに支えあうための活動の

支援が求められています。 

    この家族のつどいは、発達障害を有する方のご家族が、ご本人の発達特性を理解することや、家

族同士が集まり情報交換の場を提供することを目的とします。 

 

日 時：令和６年３月２日（土）１３時３０分～１５時１５分（受付：１３時１５分～） 

 

場 所：宮城県啓佑学園 ２階研修室（仙台市泉区南中山５丁目２-１） 

 

内 容：①勉強会：テーマ「発達障害の基礎理解」 

    ②茶話会：テーマ「当事者家族として感じていること」 

    ※勉強会の内容は、知的障害を伴わない発達障害についての予定です。勉強会の講師、茶

話会のファシリテーターは、当センターの心理相談員が務めます。 

 

対象者：下記①②③の条件を満たす方。 

① １８歳から３９歳までの発達障害を有する方（発達障害の診断がある方、もしくは医療

機関等で相談されている方）のご家族。 

② ご家族同士での支援や繋がりを希望される方。 

③ 仙台市以外の宮城県内にお住まいの方。 

    ※支援者等の同行については、申込時にご相談ください。 

 

定 員：１０名程度 ※事前予約制です。定員になり次第締切りとさせていただきます。 

 

参加費：無料 

 

申込み：メールでの受付となります。下記（１）から（５）までを明記の上、申込み先へお申込みく 

ださい。 

（１）件名「家族のつどい申込み」 

（２）氏名（フリガナ） 

（３）連絡先（電話番号とメールアドレス） 

※電話番号は、携帯電話等連絡のつきやすい番号をご記入ください。 

（４）お住まいの市町村 

（５）続柄 

【申込み先】E-mail: m-ekubo@abelia.ocn.ne.jp 

【締め切り】令和６年２月２９日(木）１２：００ 

mailto:m-ekubo@abelia.ocn.ne.jp


主 催：宮城県発達障害者支援センター「えくぼ」 

 

日 程： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

感染症対策について 

 ・感染症の状況により、中止又は変更になることがありますので、ご了承ください。 

・当日は、マスクの着用をお願いいたします。 

・当日は、適宜会場内の換気を行いますので、衣服で調整ができるようご準備ください。 

・参加されるご本人や同居のご家族などに発熱などの風邪症状、体調不良がある場合には、参加を

お控えください。判断に迷う場合は、会場にお越しいただく前にご連絡ください。 

 

その他 

 ・お車でお越しの場合は、会場の敷地内に駐車場がありますのでご利用ください。 

 ・当日は、付添い等で支援者が見学させていただく場合がありますので、ご了承ください。 

 ・当センター内での記録として保管することを目的に、当日の様子を写真撮影させていただく場

合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、撮影を希望されない場合は、当日スタッ

フにその旨お伝えください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月２日（土） 

１３：１５～ 

１３：３０～ 

１３：３５～１４：１５ 

１４：２０～１５：００ 

１５：００～ 

１５：１５ 

受付開始 

開会 

勉強会「発達障害の基礎理解」 

茶話会「当事者家族として感じていること」 

事務連絡 

閉会・解散 


